
黙
っ
て
い
ら
れ
ま
せ
ん
！

自
民
党
「
裏
金
議
員
に
課
税

せ
よ
」
追
徴
税
額
を
試
算
！

確
定
申
告
に
向
け
た
自
主
計
算
・

自
主
申
告
の
活
動
が
佳
境
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
支
部
主
催
の
集

ま
り
で
自
ら
の
申
告
計
算
を
通
じ
て

出
さ
れ
る
の
は
、
自
民
党
「
裏
金
」

事
件
へ
の
大
き
な
怒
り
の
声
で
す
。

商
工
新
聞
で
顔
な
じ
み
の
浦
野
広

明
税
理
士
か
ら
自
民
党
の
国
会
議
員

８
５
人
が
「
裏
金
」
化
し
た
約
５
億

８
千
万
円
に
つ
い
て
独
自
の
試
算
を

行
い
、
追
徴
税
額
（
試
算
）
が
約
１

億
３
５
３
３
万
円
と
な
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
新
潟
県
選
出
の
国
会
議
員

に
つ
い
て
ジ
ッ
ク
リ
と
紹
介
し
ま
す
。

新
潟
２
区
選
挙
区
選
出
の

細
田
建
一
衆
議
院
議
員

裏
金
額

５
６
４
万
円

追
徴
税
額１

，
０
８
４
，
９
４
０
円

比
例
北
陸
信
越
選
挙
区
選
出
の

高
鳥
修
一
衆
議
院
議
員

裏
金
額

５
４
４
万
円

追
徴
税
額

９
３
３
，
２
０
０
円

※
税
額
の
根
拠
は
雑
所
得
と
し
、
所

得
税
控
除
を
適
用
せ
ず
の
計
算
で
す
。

ま
た
所
得
税
の
追
徴
税
額
に
対
す

る
重
加
算
税
は
４
０
％
を
適
用
と
計

算
し
て
い
ま
す
。

こ
の
怒
り
の
声
を
３
・
１
３
行
動

で
示
し
ま
し
ょ
う
。

み
な
さ
ん
、
三
月
十
三
日
は

年
に
一
度
の
統
一
行
動
日
。

三
・
一
三
重
税
反
対
全
国
統

一
行
動
小
千
谷
魚
沼
集
会
を

元
気
に
成
功
さ
せ
ま
し
ょ
う

日
時

３
月
１
３
日
（
水
）

１
３
時
０
０
分

会
場

小
千
谷
サ
ン
プ
ラ
ザ

３
月
１
３
日
は
、
５
５
回
目
の
重

税
反
対
全
国
統
一
行
動
小
千
谷
魚
沼

集
会
（
集
団
申
告
）
の
開
催
日
で
す
。

こ
の
日
は
法
人
申
告
者
、
住
民
税

申
告
者
、
ま
た
は
電
子
申
告
を
し
て

し
ま
っ
た
方
々
も
含
め
て
大
勢
の
仲

間
の
参
加
で
成
功
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

当
日
に
つ
い
て

①
、
確
定
申
告
書
に
は
個
人
番
号
未

記
載
と
し
て
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

（
※
記
載
等
は
本
人
が
決
め
る
こ

と
で
す
）

②
、
集
会
終
了
後
、
小
千
谷
税
務
署

ま
で
パ
レ
ー
ド
し
な
が
ら
移
動
し

ま
す
。
（
※
パ
レ
ー
ド
は
１
３
時

３
５
分
に
出
発
す
る
予
定
で
す
）

③
、
足
が
痛
い
な
ど
の
理
由
で
、
歩

け
な
い
方
は
小
千
谷
サ
ン
プ
ラ
ザ

か
ら
小
千
谷
税
務
署
付
近
ま
で
バ

ス
を
出
し
ま
す
。

④
、
小
千
谷
税
務
署
周
辺
の
路
上
駐

車
は
厳
禁
で
す
。
支
部
の
送
迎
バ

ス
で
参
加
し
ま
し
ょ
う
。

所
得
税
・
消
費
税
の
確
定
申

告
、
自
信
持
っ
て
作
成
し
て

ま
す
。
ど
の
会
場
も
と
て
も

盛
況
で
す
よ
！

確
定
申
告
作
成
会
も
佳
境
を
迎
え

よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

２
月
２
１
日
の
小
千
谷
・
中
手
原

班
会
で
８
人
、
同
月
２
３
日
の
小
千

谷
・
川
口
支
部
会
場
で
１
１
人
、
同

月
２
４
日
の
消
費
税
申
告
作
成
会
（
六

日
町
会
場
）
で
１
２
人
、
同
月
小
出

会
場
（
４
支
部
合
同
開
催
）
で
７
人
、

同
月
２
７
日
の
塩
沢
支
部
会
場
で
１

５
人
と
の
参
加
で
連
日
ワ
イ
ワ
イ
ガ

ヤ
ガ
ヤ
と
賑
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
集
ま
り
も
い
よ
い
よ
今
週
が

最
終
週
と
な
っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ

ん
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

各
自
治
体
・
新
年
度
予
算
案

を
発
表
致
し
ま
し
た
！

２
０
２
４
年

３
月

４
日

第
２
３
８
４
号

〒 946-0032

発
行
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沼
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主
商
工
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県
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こ
れ
か
ら
す
べ
て
の
自
治
体
で
新

年
度
予
算
案
を
審
議
す
る
３
月
議
会

を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

に
先
出
し
っ
て
当
局
は
同
予
算
案
を

発
表
し
ま
し
た
。
わ
か
る
範
囲
で
紹

介
致
し
ま
す
。

魚
沼
市
・
【
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
支
援

事
業
補
助
金
】
（
予
算
額
６
０
０
０

万
円
）

南
魚
沼
市
・
【
個
人
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
事
業
】
（
予
算
額
６
０
０
０
万
円
）

詳
細
、
①
「
中
古
住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
補
助
金
」
に
移
住
者
に
対
す
る
加

算
補
助
を
設
け
る
。
「
み
ん
な
住
マ

イ
ル
補
助
金
」
に
つ
い
て
、
２
０
２

１
年
以
降
に
補
助
金
を
受
け
た
住
宅

も
再
申
請
が
で
き
る
（
申
請
制
限
リ

セ
ッ
ト
）
。

小
千
谷
市
・
【
住
宅
エ
コ
リ
フ
ォ
ー

ム
補
助
事
業
】
（
予
算
額
１
５
０
０

０
万
円
）

省
エ
ネ
や
防
災
に
配
慮
し
た
住
宅

リ
フ
ォ
ー
ム
に
対
す
る
補
助
。

支
部
主
催
の
パ
ソ
コ
ン
教
室

・
記
帳
勉
強
会
を
毎
月
開
催

し
て
ま
す
よ
！

私
た
ち
の
営
業
と

暮
ら
し
を
守
る
に
は

や
は
り
日
常
的
な
自

主
記
帳
・
自
主
計
算

の
活
動
が
欠
か
せ
ま

せ
ん
。

支
部
主
催
の
記
帳
会
の
集
ま
り
を

ご
紹
介
致
し
ま
す
。
ま
た
支
部
間
を

超
え
て
の
参
加
は
大
歓
迎
で
す
。

そ
し
て
イ
ン
ボ
イ
ス
に
関
わ
る
相

談
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
ぜ
ひ
仲
間
を

誘
い
合
っ
て
会
場
に
足
を
運
び
ま
し

ょ
う
。

大
和
パ
ソ
コ
ン
教
室

日
時

３
月

１
８
日
（
月
）

１
４
時
０
０
分

会
場

金
井
代
表
の
お
店

六
日
町
パ
ソ
コ
ン
教
室
・
記
帳
勉

強
会日

時

３
月

１
８
日
（
月
）

１
９
時
０
０
分

会
場

髙
橋
支
部
長
宅

小
千
谷
・
川
口
パ
ソ
コ
ン
教
室

日
時

３
月

２
９
日
（
金
）

１
９
時
３
０
分

会
場

杵
渕
副
会
長
の
事
務
所

納
税
相
談
会
・
「
換
価
の
猶

予
」
申
請
書
の
作
成
会
を
行

い
ま
す
！

一
括
で
は
納
め
ら

れ
な
い
税
金
を
分
納

で
支
払
う
制
度
が
あ

り
ま
す
。

そ
れ
が
「
換
価
の

猶
予
」
申
請
で
す
。

そ
の
相
談
会
を
開
き
ま
す
。

事
前
の
連
絡
を
必
ず
お
願
い
し
ま

す
。日

時

３
月

２
０
日
（
水
）

１
３
時
３
０
分

会
場

民
商
事
務
所

建
設
業
許
可
・
第
十
一
条
変

更
届
出
作
成
会
を
開
き
ま
す

建
設
業
法
第
十
一
条
に
て
、
許
可

に
係
る
建
設
業
者
は
、
毎
事
業
年
度

経
過
後
４
月
以
内
に
届
出
を
必
要
と

す
る
書
類
を
県
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
書
類
と
は
①
工
事
経
歴
書
。

②
直
前
３
年
の
各
事
業
年
度
に
お
け

る
工
事
施
工
金
額
を
記
載
し
た
書
面
。

③
使
用
人
数
を
記
載
し
た
書
面
。
④

財
務
諸
表
。
⑤
事
業
税
の
納
付
す
べ

き
額
を
提
出
す
る
と
な
っ
て
い
ま
す
。

よ
っ
て
個
人
は
毎
年
４
月
迄
に
提

出
。
法
人
は
確
定
申
告
後
２
ヵ
月
迄

に
提
出
と
な
り
ま
す
。

そ
こ
で
民
商
と
し
て
新
規
の
建
設

業
許
可
取
得
要
求
の
相
談
も
含
め
て

第
十
一
条
変
更
届
書
の
作
成
会
を
次

の
通
り
に
開
き
ま
す
。

な
お
今
回
か
ら
開
催
会
場
を
１
会

場
と
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

日
時

３
月

２
６
日
（
火
）

１
３
時
３
０
分

会
場

民
商
事
務
所

会
費
は
十
五
集
金
を

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す

新
規
会
員
募
集
中
！



法律相談のお知らせ
日 時 ３月 ２９日（金）

午後１時より

会 場 民商事務所

弁護士 大澤 理尋 先生

（新潟中央法律事務所）

相談料 ３，０００円

※ 事前の予約制です。早めに事務所

までご連絡ください。


